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-税務調蕊の際の事前通知について〈平成 13.3.27 事務運営指針) ・・・・・1
 

O 是認i議知&び修正申告等の勧奨際係
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税務調査の際の毒事前選知について(事務運営指針)

様穏については、別紙のとおり定めたから、これにより適切に逐営主れたい。

〈趣旨)

税務調査における事前通知については、昭和� 37年� 9月6臼付窓総� 6-230ほか� 5課

共同「税務調査の際の総税者および関与税遊士に対する事前通知についてJ(法令解釈

通達γに遂づいだ遜切に笑主義しできたところであるが、行政の透明性及び統一性の鋭

点から、改めて税務調査の際の事前通知についての考え方設整理したもの守ある句



(別紙)

税務調査の霊長の事前運知について� 

IJ税務潟査に際しでは、原義� 1.
 として、納税考に対し調盗日時をあらかじめ通知(事

前通知)する@

ただし、事前滋郊を行うことが適当でないと認められる次のような場合について闘

は、理事前遜知を行わない伶� 

① 	 員室穣・重量銭、資料情報及び過去の調査状況等からみて、帳簿書類等による申告

内容等の遼沓の看護認が磁難であると主義定されるため、毒事前通知を行わない調変

(然予告議査〉により夜りのままの毒事業実態等を確認しなければ、申告内容毒事iこ

係る事実の把握が困難であると想定される場合� 

② 	 事議選知することにより、調重量に対する忌避・妨答、あるいは帳簿著書類宅撃の破

楽・綴べい等が予怨される場合

広 なお、事務議知惑と行うかどうかは、徳々の署葬祭に郎して、然予告書雪遊の必要性役

十分に検討して決定し、税務鶏査の指令の際に指示するとともに、その事績を記録

する。� 
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f億人課税事務援護要(事務手続編)� Jの制定について{事務室襲撃2指針)

事業総のことについては、lJlJ総のとおり総定したから、� 5李成21年7}ヨ 108以降はこれによ

り液切に処獲されたい。

なお、 とれに伴い、平成11年6月25B付課所� 6…26 fj閑人課税部門の専務事告書十関策定要領

毒事の制緩についてJ(事務遂鴬指針)及び平成12年7J34日付課所6-33ほか11線共同� IW個

人課税務務提要(事務手続編)� Jの制定についてJ (宅事務渓営指針〉は選管此サる。

{愁お)

王手長支21年7Jヲの内部事務イとの実施に伴い、� f阪入詩集税務内で実施する綴人課税率務に

係る毒事務提要{事務手続編)後制定するものである。� 
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